
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上士別地区国営農地再編整備事業促進期成会  会長 斉藤 敏 

 

 国営農地再編整備事業「上士別地区」の完成を迎えるにあたり感謝とお礼を申し上げます。 

私事ではありますが、昭和 59 年士別川土地改良区理事に就任以来、地域の要望である農

地、用排水路の整備事業に取り組んでまいりました。当時は転作が進行する中用水路の老朽化

も進み、転作田への水漏れが発生し復旧整備に苦慮する状況にありました。土地改良区、市役

所等に大規模な改修を要請してまいりましたが、経費が嵩むことから事業展開が出来ず、思う

様な整備ができない状況でした。 

 こうした中、上士別地区土地改良推進準備委員会を設立し農地整備も含めた整備を検討し

てきたところですが、平成 17 年 3 月に地区農家が一致団結し事業採択に向けた国営農地再

編整備事業促進期成会を設立いたしました。その際には会長職を仰せつかり、地域の皆さんへ

の説明会や事業の計画策定、また事業費の予算確保など、関係機関のご協力を得て上士別地区

予定受益者から事業実施に対する仮同意を頂き進めてまいりました。 

 平成 18 年度から 3 年間の調査期間を経て、平成 21 年度に事業着工、平成 28 年度事業

完了を目指し事業展開してまいりましたが完了に時間を要し、事業主体の旭川開発建設部を

はじめ関係機関のご尽力により、令和 3 年度の完了整備と換地処分をもって念願の国営農地

再編整備事業の完了を迎えることとなりました。 

 長期間に亘る事業ではありましたが、大きな災害に見舞われることや人身事故もなく、完了

を迎えることができましたのは、事業関係者の皆様のご尽力と、地域の皆様の事業に対するご

理解とご協力のおかげと厚くお礼申し上げます。 

 結びになりますが、皆様のご健勝とご多幸を祈念申し上げ挨拶とさせて頂きます。 

国営農地再編整備事業上士別地区広報誌 
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国営農地再編整備事業 

「上士別地区」 竣工 

中止 事業竣工を祝して、斉藤期成会会長より挨拶をいただきました。 

 

 

斉藤期成会会長に市から感謝状贈呈 
  上士別地区国営農地再編整備事業促進期成

会の斉藤敏 会長に対する市からの感謝状贈

呈の式が 2月 25日に行われました。事業開

始当初から長年に渡り会長として事業推進に

尽力し、本市農業の発展に多大な貢献をされ

た功績を称え渡辺市長から感謝状が贈呈され

ました。 

 斉藤会長は、平成２１年度に着工した当事

業も竣工を迎え、実施にあたりご尽力いただ

いた関係機関の皆様、地域の皆様のご理解と

ご協力に謝意を示すとともに、事業完了を喜

んでいました。 

なお、同日予定していた竣工式は感染症対

策のため中止と致しました。 

 

換地に関すること 

■士別市経済部 農業振興課  電話 26-7122 

土地改良施設に関すること 

■てしおがわ土地改良区 工務部事業 2課  電話 22-7177 

令和 4年度から償還開始となる、国営上士別地区の負担金に関すること 

■てしおがわ土地改良区 総務部総務課  電話 22-7177 

 

 

 

 

 

 

士別市経済部国営農地再編推進課 業務終了 
  平成 19 年から士別市経済部国営農地再編推進課として、事業推進に努めてきましたが、

事業完了に伴い、令和 4年 3月 31日をもちまして業務を終了致します。 

地域の皆様を始め、関係機関の皆様のご理解とご協力に感謝致します。 

なお、事業完了に伴う今後のお問い合わせ先は、下記の通りとなっています。 

換地処分登記後について 

 
 

換地処分の登記申請を法務局に提出し、3月 25日登記完了致しました。 

登記完了後、合併型（複数筆→1筆）の場合のみ、登記識別情報通知（土地権利書）が交付さ

れます。交付されない土地については、現在お持ちの登記済証または登記識別情報通知が効

力を有しますので、誤って処分しないようお気を付けください。 

また、所有権を有する土地で清算金をもらった方については、旭川開発建設部より「公共事

業用資産の買取り等の証明書」を交付しますので、令和 5年度（令和 4年分）の確定申告ま

で大切に保管してください。 

 また、国営農地再編推進課、電話 22-0988、ＦＡＸ22-0989は、3月 31日をもって使用で

きなくなります。ご注意ください。 

 


